
関係土木事務所へ提出
（排水設備指定工事店）

取付管接続工事

申請（別添様式）
土木事務所受付

土木事務所

納入通知書発行

申請者が負担金を納入

③

④

排水設備計画確認

申請（第５号様式）

⑤

工事着手
工事完了

検査
排水可

⑥⑦⑧

関係土木事務所へ提出
（排水設備指定工事店等）

②①

取付管接続受託下水道工事のフロー

書類と現場を確認し審査を
行い受託工事を判断する

申請者に納入通知書を渡す
（原則郵送）

排水設備計画確認申請内容

負担金の納入確認後
工事に着手します

内訳

１ 排水設備、新設、増設、改築

２ 水洗便所改造

３ し尿浄化槽廃止

４ 水洗便所新設

５ し尿浄化槽新設

６ 除外施設及びその他

添付するもの

◎排水設備計画確認書の写し

◎建築確認申請書及び確認済証
の写し

◎土地登記簿謄本の写し

◎建築工事契約書の写し

◎取付管接続受託工事の完成時
期に関する同意書
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